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9
月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し

委
員
会
レ
ポ
ー
ト

議
案
等
の
賛
否
状
況
一
覧

一
般
質
問

や
と
さ
ぽ

お
し
ら
せ

大原 功 議員
無会派

こ
れ
か
ら
の
都
市
総
合
計
画
は

問

利
便
性
の
向
上
と
危
険
性
の
回
避

答

　
　
Ｊ
Ｒ
・
名
鉄
弥
富
駅
橋
上

駅
舎
化
お
よ
び
北
口
駅
前
広
場

に
つ
い
て
の
協
議
場
所
は
。

　
　

 
開
発
部
長 　
名
駅
Ｊ
Ｒ

東
海
鉄
道
事
業
本
部
、
金
山
名

鉄
鉄
道
事
業
本
部
、
Ｊ
Ａ
あ
い

ち
海
部
本
店
に
て
協
議
。

　
　
境さ

か
い
こ
う港

南
側
、
中
山・森
津・

川
原
欠
工
区
の
道
路
現
況
は
。

　
　
境
港
南
側
道
路
の
80
ｍ
部

分
は
、
河
川
管
理
用
通
路
と
し

て
県
が
管
理
。

　
川
原
欠
地
区
道
路
は
、
圃ほ
じ
ょ
う場

整
備
中
に
て
市
道
認
定
さ
れ
て

い
な
い
。

　
　
小
島
地
区
道
路
併
設
の
水

路
改
修
は
。

　
　
併
設
水
路
が
、
一
部
鉄
道

事
業
者
用
地
の
た
め
協
議
が
必

要
。

　
　
県
事
業
着
手
の
名
古
屋
第

３
環
状
線
前
ケ
須
工
区
の
地
元

関
係
者
へ
の
説
明
は
。

　
　

 

市
長 　
昨
年
、
関
係
者

へ
の
事
業
説
明
、
用
地
測
量
を

お
願
い
し
た
。
本
年
、
用
地
境

界
の
立
会
い
を
実
施
。
な
お
、

事
業
用
地
関
係
者
は
20
名
。

　
　
地
方
税
滞
納
へ
の
徴
収
権

の
時
効
は
。

　
　

 

総
務
部
長 　
５
年
。

　
　
税
の
滞
納
請
求
は
、
い
つ

ま
で
行
え
る
か
。

　
　
時
効
は
あ
る
が
、
中
断
処

理
を
執
行
す
る
と
、
そ
の
翌
日

か
ら
改
め
て
新
た
に
時
効
期
間

が
進
行
す
る
。

　
滞
納
処
分
の
停
止
要
件
に
該

当
し
な
い
限
り
、
延
滞
金
も
含

め
た
滞
納
額
が
ゼ
ロ
に
な
る
ま

で
請
求
す
る
。

　
　
民
法
の
規
定
内
に
お
け
る

請
求
権
の
時
効
は
。

　
　
民
法
の
規
定
の
中
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
期
間
が
違
う
。

問答問

答問答

問答

問答答問答

問答

問 地方税、滞納への
取り組みは

答 規定に沿い
適正に処理

▲県が河川管理用通路として管理（境町地内）

〇時効の中断事由
（地方税法の規定によるもの）
・納付、納入に関する告知
・督促
・交付要求
（民法の規定によるもの）
・請求
・差押、仮差押又は仮処分
・承認
・催告

一般質問




